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地層処分方針への経過
● 海洋(底)処分方針👉❌(ロンドン条約,1972)
●地層処分へ
◦原子力委員会決定（1976）

◦原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会（1980）

◦放射性廃棄物処分問題懇談会報告書（1998）

◦技術的信頼性報告書(JAEA,1999)

◦特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(2000)

◦原子力発電環境整備機構設立(2000)
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   高レベル放射性廃棄物とは
日本ではガラス固化体をいう
再処理しない政策👉使用済み燃料
日本で扱う高レベル廃棄物は

 ① 再処理工程にある廃液 (650㎥) 

 ② 使用済み燃料（17,000t） 

 ③ ガラス固化体（2,167本）

3



第1回最終処分関係閣僚会議

東洋町事件(2007)



第2回最終処分関係閣僚会議
●「科学的有望地」をより明瞭に規定



日本学術会議の提言（2012.9）
1. 処分政策の抜本的見直し
2. 科学技術能力の限界の認識と科学的自立性の確保
3. 暫定保管および総量管理を柱とした政策枠組みの再構築
4. 金銭的便益提供を中心的な政策手段とせず、負担の公平性
に対する政策決定手続きをする

5. 討論の場の設置による多段階合意形成
6. 長期的な粘り強い合意形成への取り組み

これに対して政府（放射性廃棄物対策室）は、１、４、６を無視。



日本学術会議の提言（2015.4） 

フォローアップ委員会
-国民的合意形成に向けた暫定保管-
1. 回答で提示した提言を政府等が政策等に反映しやすくするため
2. 乾式貯蔵で50年間の暫定保管、最初の30年で合意形成と候補地選
定。保管施設は電力の責任で、配電権益内に1ヵ所以上。

3. 国民は、本意か不本意かにかかわらず原子力発電の受益者となってい
たことを自覚し

4. 再稼働に対する判断は、新たに発生するHLWの保管容量の確保と暫定
保管計画の作成も条件

5. 組織体制：「高レベル放射性廃棄物問題総合政策委員会」の設置、そ
の下に「核のゴミ問題国民会議」と「科学技術的問題検討専門調査委
員会」を設置

これに対する政府の対応なしhttp://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-t212-1.pdf



原子力委員会見解（2012.12）

●処分すべきHLWの量と特性を核燃料サイクル政策と一体で明らかに
すること

●地球科学分野の最新の知見を反映して地層処分の実施可能性につい
て調査研究し、その成果を国民と共有

●暫定保管の必要性と意義の議論を踏まえて取り組みの改良・改善を
図ること

●処分に係る技術と処分場の選択の過程を社会と共有する仕組みを
整備すること

●国が前面にでて再構築に取り組むこと

抜本的見直し提言に不同意。だが、処分懇以降のこれまでの経緯を国民
に説明するべきだった。処分技術の選択肢の権利が国民にあることを見
過ごしていた。国民とのコミュニケーションを怠ってきた。政府は、全
国知事会への働きかけを行うべきだった。交付金で解決しようとした、
など反省を述べた上で



基本方針の改訂



当面の取り組み


